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機械のリスクアセスメントとリスク低減
危険源 　　人

　
危険状態

怪我の程度
例：
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殆どない
可能性が
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可能性が
高い

確実に起
きる

危険事象の発生頻度［P]

　
危

　　　　①

　　危険状態
　　　　ＲＩＳＫ

　　同定

･重症　 　Ｘ
・中傷　　△
・軽傷　　○
　　　　　　　　AA:

微傷 1 2 4 7

軽傷 3 6 9 11

重傷 5 10 13 14

危
害
の
程
度

［
S

］

 危険源リスト有り

          ②

　　見積

致命傷 8 12 15 16

リスクレベル 評価点 評価基準
Ⅰ 1～5 許容可能
Ⅱ 6～9 許容できるが検討要す
Ⅲ 10～13 望ましくない
Ⅳ 14～16 許容できない。

２２の危険源、10４の事象

［機械的危険源]
（機械部品、加工品、蓄積ｴﾈﾙｷﾞ)

10 ［機械の最良状態での停止不可] 21 ［地下作業によって付加されるもの］

 11 ［工具回転速度の変動] 動力式屋根支柱の安定性欠如

せん断 12 ［動力源の故障］

切り傷又は切断 13 ［制御回路の故障］

巻き込み 14 ［留め具のｴﾗｰ］ 人の移動の制限

引き込み、捕捉 15 ［運転中の破壊］ 火災及び爆発

衝撃 16 ［落下又は噴出する物体もしくは流体］ 粉塵、ｶﾞｽ、その他の放出

突き刺し又は突き通し 17 ［機械の安定性の欠如/転倒］ 22

こすれ又は擦りむき 18 ［人の滑り、つまずき及び落下］ 不適切な機械的強度、運転係数

高圧流体の注入又は噴出 19 ［移動性により付加されるもの］ 人を搬送する機械の制御装置の故障

［電気的危険源] ｴﾝｼﾞﾝ起動時の移動 人を搬送する機械の超過速度

充電部に人が接触（直接接触） 運転位置に運転者がいない状態の移動 人を搬送する機械からの人の落下

不具合状態下で受電部に人が接触(間接接触） 全ての部品が安全位置にない状態の移動 人を搬送する機械の落下又は転覆

高電圧下の充電部に接近 歩行者による制御式機械類の過大速度 ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ、人間挙動

静電気現象 移動時の過大振動

熱放射又は短絡もしくは過負荷などから起こる溶融物

の放出や化学的効果
減速、停止及び固定する為の機械能力不足

［熱的危険源] 作業位置における排気ｶﾞｽ/酸素不足

極度に高温または低温の物体に人が接触 火事（運転室）

熱間または冷間作業環境を原因とする健康障害

［騒音危険源] 作業位置からの不十分な視認性

危険源の種類(ISO12100-1

作業位置における機械的危険源（車輪、回転部品

等）

ﾚｰﾙ上を走行する機械類の加速、又は制動の

故障
ﾚｰﾙ上を走行する機械類の非常制御の故障

又は欠如

［人の吊り上げ又は移動によって付加
されるもの］

③

再評価

　　評価

リスク低減

３段階方式　 　ISO12100
1.本質安全設計

2.追加的保護

［騒音危険源] 作業位置からの不十分な視認性

聴力喪失、生理的不調を起こす 不適切な照明

口頭伝達、音声信号の妨害 不適切な座席

［振動危険源] 作業位置における騒音

神経、血管障害を起こす手持ち工具類 作業位置における振動

劣悪な姿勢と全身振動 非難/非常口の不備

［放射危険源] 手動制御器の不適切な配置

低周波、ﾗｼﾞｵ周波数、ﾏｲｸﾛ波 手動制御器及び操作ﾓｰﾄﾞの不適切な設計

赤外線、可視光線、紫外線 機械の取り扱いから起こるもの(安定性の欠如) (参考）

X線及びγ線 ｴﾝｼﾞﾝ及びﾊﾞｯﾃﾘから起こる危険源

α線、β線、電子/ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ、中性子 機械間の動力伝達から起こる危険源 293

ﾚｰｻﾞ光線 連結及び牽引から起こる危険源 墜落，転落 41

［機械/材料から発生する危険源] 無許可の起動/使用 転倒 4

有害な液体、ﾐｽﾄ、煙霧、粉塵との接触/吸引 停止位置から移動する部分のずれ
激突 4

火炎、爆発 視覚又は聴覚警告手段の欠如、不適切 飛来，落下 24

生物や微生物 運転者/ｵﾍﾟﾚｰﾀに対する指示の不十分 崩壊，倒壊 17

［人間工学無視の危険源] 20 激突され 14

不自然な姿勢、過剰な努力 安定性の欠如 はさまれ，巻き 込まれ 91

手足の解剖学的配慮不足 過積載、荷の落下、制御不能状態 切れ，こすれ 6

保護具使用の無視 無制御状態での運動の振幅 踏み抜き 1

不適切な局部照明 予期しない、意図しない荷の移動 おぼれ 7

精神的負荷及び過小負荷、ｽﾄﾚｽ 不適切な掴み装置、付属装置 高温・低温の物との接触 9

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ、人間の挙動 機械の衝突 有害物等との接触 11

手動制御器の不適切な設計、配置 脱線 感電 7

［揚貨によって付加されるもの］

死亡災害報告・事故の型

合計

図書証明

　　終了

　再評価
3.警告表示

図書証明

AA: http://illustart.jp/jigokunomisawa/art/109
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事故発生

予見可能性？

回避可能性？

隔離の原則
停止の原則

人間工学の原則

制御安全
は別途

リスクはゼ でなく

人間 学の原則

リスクはゼロでなく、
機能安全規格

IEC61508でいう
ALARP又はRAD
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ALARP又はRAD



説明責任への備え

機械製造者 機械使用者

説明責任への備え

　① 　　　　　②　　　　　 ③

　製造　設計　開発 市場監視　表示 保守・改造 　廃棄　発案   流通

残留リスクリスク低減

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械製造者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械使用者

使用目的

　　　欠陥　刑法

残留リスクリスク低減

　PL法

使用目的

　　　過失

　明示・黙示の保証他

　民法     不法行為法

　契約法

保証責任

　瑕疵担保
　　　責任

危険

　安全配慮義務

  *性質保証責任
　　　　　保証責任

　　　　　　　　　　　　危険引受責任 　危険引受の延長

危険
　移転

    図　説明責任
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●安衛法と安全配慮義務 （安衛法を守 ただけでは免責されない）●安衛法と安全配慮義務　（安衛法を守っただけでは免責されない）

　
災害補償責任（無過失責任）　　　　　　　　　　　　　　　災害補償責任（無過失責任）

　　　　　　　民事責任（安全配慮義務違反）

刑事責任（安全衛生法違反）

　　（要件）　予見可能性と結果回避可能性

（要件） 業務上の災害

RA Anzai 0501

　　　　　　　　　　　　　　　　（要件）　業務上の災害
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再発防止

通常設計 安全設計
予防措置の効用

製品の流通

事故発生

被害状況

誰の責任？

個人の処罰

何故起きた？

技術の問題？

設計へのフィード

バック有り・

更なる予防効果
個人の処罰

事件解決

技術の問題？

対策は？

設計への

フィードバック

無し
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　懲罰型（従来方式） 　　　　　演繹的予防措置

図２．　犯人探し・原因追求



合理的代替設計基準（ＲＡＤ）

① ② ③

　製造　設計　開発 市場監視　表示 保守・改造 　廃棄　流通　発案

合理的代替設計基準（ＲＡＤ）

① 　　　　②　　　　　 ③

　

合理的代替設計基準

　
　　　欠陥

　合理的代替設計基準

　1.技術的

　2.経済的

　事故
　
　　　過失

　アメリカ第3次
レステイトメントレステイトメント

　消費者期待基準　＜　危険効用基準
　　　　　　　　　　　　　　　合理的代替設計

　　　　　　　　　　　　受けれられないリスクからの開放 安全
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　製造　設計　開発 市場監視　表示 保守・改造 　廃棄　流通　発案

日本は
基本特許
（科学）

日本の歴史は、
外国からの

（科学）
の多くを
外国から
輸入

日本が得意な
改善技術

自ら生み出し

受容と模倣の連続

社
会
制

日本は、同様に社会システムを外国から受容し、改良し適用した

力のバランスの変化

自ら生み出し
　権利を獲得するのでなく、
　外から持ってきた

国が指導
財界が微笑む

制
度
構
築
上

福沢諭吉　「和魂洋才」
丸山真男　「タコツボ」
川島武宜　「日本人の法意識」
市川惇信 「ウチ社会」

　神
　国王

市民革命 産業革命

　　　　　　　　　　論理と現実とのギャップが存在する の
問
題
点

市川惇信　 ウチ社会」

　原理原則・普遍性　科学技術

市民革命 産業革命

論理的思考
市民社会

論理的思考

　 　　民主主義
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法＝justice（正義）とRecht(権利）だが、日本は成分解釈主体。正義と権利の概念が不足。
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福島原発震災2011福島原発震災2011

国の正式見解は、
＜現実としてシビア・アクシデントは＜現実としてシビア アクシデントは
工学的に起りえない＞
と 重大な危害を ぼす クをとして、人に重大な危害を及ぼすリスクを
事前に、切り捨ててしまった。事前に、切り捨ててしまった。

工学＜政治（利益計算）が問題で工学＜政治（利益計算）が問題で、
その本質は変わっていない。
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そ 本質 変わ な 。


